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蒻観畿黛籠畿麗趨騒金欝鰯運議の大寵強ン
串磁ン轟趨韻寵醒轟串

襲如睦シ綾韓鶴量翻期総会議轟饉
8月 26日 (土)午後 1時 30分か ら、第16期

愛知健康センター総会が労働会館本館で開
かれ、57名 が参加 しま した。

進行担 当は土井照雄 さん。冒頭、医師 。

田淵哲雄理事長代行が挨拶をしま した。
記念講演は、名古屋大学 。宮尾克教授が、
「働 くもののいのちと健康の今 日的課題」

をテーマに、パ ワーポイン トを使い丁寧に

話 されま した。

講演の後、名古屋過労死家族の会会員が、
永縄知子 さんの司会で訴 えをされま した。

発言 されたのは、いずれ も現在裁半Jな ど
でたたかっている、 ド ラッグスギヤマ損害

賠償 。杉 山正章 さん、刈谷市職員公務災害

認定審査請求 (審査会段階)。倉 圏利奈 さ

ん、 ト ヨタ自動車 。内野博子 さん、ボーダ
フォン 。小出典子 さん、そ して、

こ
癌、子 さん

の過労死認定を求める提訴を考えてみえる

向Il孝子 さんで した。セ ンターでは、過労
死家族の会の運動 を全面的に支援 していま

す。今後、機関誌で、 日頭陳述の内容、裁

判 日程 をお知 らせ しますので会員の皆 さん

のご支援をお願い致 します。

続いての質疑討論では、希求座、医労連、
公害患者の会、団体生命保険裁判の代表か

ら発言があ りま した。

希求座 。小林 さんは、 「過労死を取 り上

げた劇 。あの子が死んだ朝の上演を、名古

屋に続 き大阪での11月上演が決ま り多 くの

人に観 ていただ きたい。」 と上演成功への

協力を訴えま した。

医労連 。西尾 さんは、医療現場の労働者
の長時間過密な勤務による患者 さん看護へ

の しわ寄せが深刻な状況 といのち と健康を
まもる運動についての取 り組みについて話
しま した。
公害患者 の会 。田中さんは、 「和角卒か ら

5年 経過 したが、大気汚染の広が りにより、
ぜんそ く児童が増加 している状況が名古屋

市教育委員会の統計が示 している。 自動車

排気ガス対策が重要。」 と訴 えま した。ま
た、団体生命保険裁判原告 。近藤弘子 さん

は10年に及ぶ裁判支援のお礼 と最高裁判決
の不当性 を訴えま した。

新役員、申し合わせ事項の一
部改正 も含

め全ての提案が採決 され、16期総会は終了
しま した。閉会後開かれた懇親会は、 8名

の参力日で した。
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記 念 講 演

パ ソコン作業の増大が働 く人を蝕んでい

るc目 の疲れ 。痛みを訴 える人は70%、 首

や肩がこる 。痛い とい う人 も多い。 とりわ

け単純入力型の作業は疲れやすい。

健康のためには、
一定の休憩時間を取る

とともに、椅子 。机の高 さ、作業スペース、

照明 。換気 な どの適 正 な配慮が必要 であ

る。また、不慣れな人へのサポー ト、悩み

に応 えられる体制作 りが求められる。

コールセ ンター労働者は、他の産業の労

働者に,ヒベス トレスや メンタルヘルス上の

問題 を抱 える傾 向が強い。

電話対応の際、台本に厳密に従 うよ う義

務つけ られてお り、逸脱は許 されない。仕

事の量は多 く、また管理者によつて常に監

視 されていて癌、抜 きができない。

「丁寧な応対をせ よ」 と 「手早 くやれ」

とい う相矛盾す る課題 を要求 され る苦 しみ

は救いがない。

これ らを和 らげるには、台本の廃止、労

働者の 自立性 を高め仕事への満足感 を得 る

ようなチーム形成が必要である。

長時間労働 も見直 され なけれ ばな らな

い。睡眠時間が 5～ 6時 間以下の労働者は

睡眠不足を慢性化 させ、その結果、脳 。心

臓疾患の罹患率や死亡率を高めることにな

る。

メンタルヘルスには企業も責任がある。

過労 自殺 に対 して最高裁は、「使用者は、

業務の遂行に伴 う疲労や心理的負担等が過

度に蓄積 して、労働者の心身の健康を損な

ぅことがない ように注意する義務を負 う。」

と判決で述べている。

また、企業の儲 けの手段 として、近年、

派遣労働者が増 えて240万人に達 している。

派遣労働者は、人間扱い されない例が多

々ある。研修や資格な しでの作業の強要、

能力以上の仕事の要求、超長時間労働 など

心身を病み過労死す る例 も珍 しくない。

規制緩和のもと、守 るべき法律 も冷たい。

ホヮイ トカラーもまた、無制限残業など

労働基本権の大事な部分 を奪われ ようとし

ている。

325万人の身体障害者 は、劣悪 な労433条

件で労働 を強い られている。

200万人の外国人労働者 もその多 くが無

権利 。低賃金にあえいでいる。

一方、トヨタをは じめ有名企業の不祥事、

岐阜県 。大阪市などの 自治体のモ ラル 。ハ

ザー ドとも言 うべき事態 も看過できない。

働 く人たちへの災害予防 と救済体制の強

化が求められている。

(文責 :大家信義)

凸弾品歯レ響申 ・編撞轄働書むご事態勝繰刻

『働くるののいのち独健康の今 日幾課題』

犠苗屋大学教授 富 尾 克
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メンタルヘルスチェックの取組みが報告される
雲 芸 回引ヒ ン ちZ一 一 告宮 ■ 匡 ヨ理翌卓事 =当 幸長翠野

9月 7日 、17名の理事が集まって、第 1

回理事会が開かれま した。 リーダーシップ

のある理事会を作ろ うとの呼びかけに応 え

て、いくつかの新 しい動きがみ られま した。

名勤生協か らは 4へ
°―シ

｀
、福祉保育労か

らは 2へ
°―シ

ヾ
のメモが事前に事務局に送 ら

れて来ま した。みなみ医療生協か らは欠席

の通知 とともに健康学校についての意見が

メールで送 られてきま した。

先 日3ケ 月ぶ りに東京で開かれた全国セ

ンターの理事会で、A4版 の資料が120へ
°―

シ
｀
ほどつけられていま した。 これを短い間

に説明するのですが、面 白いデァターがた

くさんあったので、理事会にもその一
部を

増刷 して渡 しま した。

報告時間を少 し削つて、運動のや り方に

ついての論議に時間を取 りたいと考えてい

ます。各理事か らの職場報告では、メンタ

ルヘルス疾患の増加 と、この対策のための

取 り組みの報告が印象的で した。名勤生協

では 」MIに よる調査が、名古屋市職や名

高教組では中央災害防止協会のメンタル調

査が取 り組まれ、
一人一人にその結果が知

らされると共に、職場 ごとに問題を分析 し

て、対策を考える取 り組みが始まったこと

が紹介 されま した。労組だけでなく、管理

職 もそ うした取 り組みに、お金をかけてで

もや らなければな らない と思 う現 実がせま

i第二部 :参加者からの自由討論       :こ の衛生週間を労働者ひとリー人が自覚的に迎えら
ヽ口。………………………………………………ノれるように願いその一還 として 「過労死を

防 ぐためになにができるのか」を考える集いを開きます。集会では、過重労働 をなくして健康で人間 ら

しく生き働 くために各分野で奮闘 している方々を迎えてデスカ ッシ ョンを行 う予定です。ぜひ皆 さんの

ご参加 をお願い します。

つているようです。

こうした調査を系統的に毎年取 り組んで

続けることによって、急増す るうつ病患者

を減 らすことができればと思いま した。

埼玉県川越市の教職員組合では、メンタ

ル疾患の背景を探る中で、教育委員会を巻

き込んで現場の実態を調査 し、その原因を

追及する取 り組みがが始まっているとい う

報告 もあ ります。 こうした運動の発展を期

待 したい と考えます。

メンタルヘルス問題 については、問題意

識を持つ組合 も多 くなったので、組合の枠

を越 えた研究グループの必要 も指摘 されま

した。

◆ 全 国 セ ン ター
第 3回 理 事 会 か ら

(1)厚 生労働省は石綿の輸入製造、販売を

全面的に禁止する通達を出 しま した。

(2)胸 部 レン トゲン検査はX線 のばく露が

問題であるとかねてか ら指摘 されてい

ま したが、厚生労働省は、40歳以上を

対象にするように通達を出 しま した。

(3)精 神疾患の労災認定に関 して、最近全

国の裁判所で、従来の認定基準を超え

て労災 と認める判決が続いています。

これを受けて、厚労省は認定基準の改

訂作業を始めているようです。

(文責 宮 崎脩一)

『過晴死をなくすために何ができるの■1」

を考える集いの成おのだめに

i日 時 :10月 6日 (金)18:30～ i

i場 所 :労働会館 本 館 2階

1第一部 :パネルデスカッシ ョン

全国労働衛生週間が10月1日 ～ 7日 まで行われ、

本年度は 「疲れていませんか 心 とか らだ み んな

でつ くろ う健康職場」をテーマに取 り組 まれ ます。
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i時 間 :午前 10時 ～午後 4時 まで  電 話 :052-883-6966 i

i場 所 :センター事務所          052-883-69831
、ヽロロ___口__ロロロロロ‐‐。ココロ。‐‐口。ロロ‐。ロロ‐‐‐‐‐。ロロロロ‐‐ロロロロ‐‐。ロロロロ‐‐‐口‐‐‐‐口‐ロコロロ。口。‐口。ロロロノ

最近、マスコミはアスベス ト問題をとり

あげなくな り、アスベス ト新法で問題が解

決 したかのよ うな幻想が振 りまかれていま

す。 ところが実際は多様なアスベス ト被害
の実態があるにもかかわ らず、極

一
部の症

状のみを保険の対象 としているだけで、多

くの被害者が救済 されないままになってい

ます。愛知県でも、認定請求数は93件です
が、認定 されたのはわずかに28件だけです。

一部の組合では、全職員にアスベス トの

胸部 レン トゲン診断を行い、有所見の人に

は二次検診をお こな うとか、退職者にも、

健康不安のある人には受診 させ る措置がと

られた ところもあ ります。 しか しなが ら、

多 くの人はほつた らか しにされています。

また、公共施設の中で、アスベス トが使

われている部分の撤去ははかどっていると

は言えません。ま して、民間企業や家庭で

アスベス トを含む部分の撤去や被覆工事は

費用が高 く手がつけられていません。
アスベス トは暴露を受けて発病す るまで

に10年～30年もかかる危険な災害です。ま

た、水俣病 と同 じく、複合的な症状が予想
される公害です。 これか ら、患者はどんど

ん増えて、今の政府の対策では追いつかな
いよ うになることは 目に見えてます。 110

番に寄せ られる国民の声をもとに、各地で

アスベス ト対策協議会がもたれ、被害者救

済や企業 と国の責任 をアスベス ト裁判で追

求する動きも始ま りま した。
全国的取組み として第 2回 アスベス ト電

話相談110番が行われます。是非、ご参加

ください。また、 じん肺キャラバンが、 9

月16日午後～17日午前に、愛知県にやつて

きます。 ご支援下さい。

健康で宅全に働く○○講座の出前に応じ孝す

労組でも、会をでむ、勉グであ、楚     会 であ

愛知健康センターは 8月 の総会で 「出前

講座」を広 く展開する方針を意思統一 しま

した。春 と秋の労働会館における 「健康学

校」 もいつそ う発展 させます。そ れ ととも

に、より労働者に近い ところで、それぞれ

の産業 ・職種 ・地域などの特色に見合つた

講座を数多 く開催す ることが、健康で安全

に働 く働 き方や環境づ くりに有効 とい うこ

とです。

これまでにも、 JR貨 物運転の熱中症問

題、病院職場でのメンタルヘルス対策など、

愛知健康センターか ら、職場に出向いて講

座を行つてきま した。 どれ も好評で した。
一宮地方の「職場のメンタルヘルス対策」

講座 も予想を超 える50人の参加があ りま し

た。

このような職場 ・地域 。会社 ・安全衛生

委員会など、様々な単位で、様々なテーマ

で講座を全県下を対象に進めてい くことに

より、労働者がこれまで触れ ることの無か

つた学習が、安全 。健康に関す る要求運動

が大きく広がることで しょう。

テーマによつては学者などの専門家を紹

介することもできます。どうかすすんで「出

前講座一丁頼む」 と、連絡をいただきたい

と思います。

<出 前講座の問い合わせ>,

日愛知健康センター
  i

: TELi052-883-6966  1
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中 部 電 力

過労自殺事件

控  訴  審

中部電力 Fさ んの過労 自殺労災認定を求
める訴訟では、 5月 17日、勝利判決を勝ち
取 りま した。

しか し、不当にも国 。南労基署は、 5月

末、判決を不服 として名古屋高裁へ控訴 し
ま した。

8月 21日、この控訴審第 1回 法廷が、名
古屋高裁で開かれま した。名古屋地裁法廷
と同様 に、 「国側 の不 当な控訴 を許 さな
い !」 とい う思いの支援者で、控訴審法廷

もほぼ満席 とな りま した。
Fさ んは中電火カセ ンターに勤務 してい

ま した。仕事は、火力発電所の大きい修繕
工事の設計 ・予算 ・工事発注などです。
一

連の仕事のなかで一
番緊張するのは新

年度工事予算を立てて課長の承認を得るこ

とで した。
Fさ んは、主任 に昇格 し責任 も大きくな

り、このなれない業務に 日々追われていま

した。
上長は当然新 しい業務に関 して助言指導

を行 う立場にあ ります。 OJT(オ ンザ ・

ジョブ ・トレーニング)は 部下養成の定石

として中電では定着 していま した。
ところが彼の場合は、上司 とのめぐり合

わせにも問題があ りま した。

職制は課長→副長→担当副長→主任→担

当となっています。
しか し、本来すべての指導責作を負わさ

れている副長が課長の専横に押 されて職務

を遂行できなくなる事態が生 じま した。そ
の結果、課長が直接 Fさ んの仕事をこと細

かくチェックするようになったとい う構図

ができま した。

中電では 20数 年に及ぶ人権裁判が闘わ
れ、勝利 した直後の頃で した。

中電は、長年にわたって経営基本方針の

柱に 「左翼勢力の排除」をすえ、労働組合
を傘下に取 り込み、労務支配の道具に変え
てきま した。

職制に登用 され る第 1の 条件は 「反共」
であるとい うことです。 このような状況の

中で、人権感覚を失つた人たちが年功序列
的に職制に登用 されま した。

Fさ んを執拗にパ ワハ ラし、その結果 自
殺に追いやった とい う問題の川島課長 も労
務管理型の管理職で、上のほ うには結構受
けがよかったかも知れません。

Fさ んを鍛えると称 してパ ワハ ラをあた
り前 と思 う人間になっていたことが大きな

問題です。

最近 も集金労働者 に対す る上司のパ ワハ

ラによって何人 もの労働者が うつ病 。退職
に追い遣 られたことが明 らかになっていま

す。

課長 が指導 と称 して 「結婚指輪 をはず
せ !」 などとFさ んに命令 していることに

対 し、 ト ップのチェックが入 らない 「職場
支配の構造」に問題があると思っています。

名古屋高裁での トヨタ過労 自殺判決に次
いで、労働者全般にかかわる大きな勝利を

現実のものにするためにこの問いに注 目し

てください。法廷傍聴 よろしくお願い しま

す。

(文責 近 森泰彦)

い附
暁

中部

日時 :

所 :
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マツヤデンキ

小 池 過 労 死

労災認定訴訟

2000年12月24日、主人は自宅で倒れ亡 く

な りま した。37歳で した。その時、私の頭

をよぎったのは「労災」とい う言葉で した。

主人は、同年 11月10日マツヤデ ンキに

転職 したばか りで した。
「′心房細動によ り家庭内での 日常生活活

動が著 しく制限 され る心臓機能障害」とし

て、 3級 の身体障害者手帳を持つてお り、
ハ ロー ワークの障害者のための職業紹介を

通 して、マツヤデンキに就職 しま した。

会社での様子 を、 「長時間の立ち仕事で

休憩時間が少ない、職場では偏見がある、

ノルマがある。」 と話 していました。

また、「店長 とは体調について話 したこ

とがない、lヶ月ほ どす ると足がむ くんで

立ってい られず、店の隅で座 っている」 と

話 していま した。 (同僚は「しんどそ うに し

ていた。」と証言 しています。)

私 は労災 申請 を しま したが、監督署 も

労働保険審査官 も障害者であることを配慮

せず普通の労働者 を基準に して認定 しませ

んで した。

2005年10月、名古屋地裁に監督署長を相

手に、労災認定を求めて提訴 しま した。

求職 中には面接時に「′い臓の悪い人には

無理。」と断 られた り、障害者就職面接会

◆被災者 口小池勝則 さんの訴訟に至 るまで経過
1997(H9)年11月 心 臓機能障害者として身体障害者手帳(3級)の交付を受ける
1998(H10)年4月  障 害者職業能力開発校に入校
1999(Hll)年3月 同 校卒業
2000(H12)年11月 マ ツヤデンキに入社(身体障害者枠)、豊川店配属(2階ケ―ヾムツフト販売)

12月中 配 置換え(3階パソコン販売)。
その上、営業時間が21時 まで 1時間延長される

12月24日午後11時頃 自 宅にて過労による心臓性突然死
2001(H13)年11月8日 豊 橋労基署へ労災認定申請 (H14年9月 13日業務外決定)
2002(H14)年11月13日 審 査請求(H15年7月 31日審査請求棄却)

9月 26日 再 審査請求(H17年4月 22日再審査請求棄却)
2005(H17)年10月26日 労 災認定を求め名古屋地裁へ提訴

心臓機能障害者の働き方に配慮を !

労奨認定にご支援をお願いします

原告 小 池 友 子

でも面接官に「他 にいい所があるのではな
いですか?」と言われています。

自宅で も求人広告 を探 しては電話 をか

けましたが、障害があることを告げるとそ
の場で断 られま した。

障害者 は就職す るまでに体調や職種 の

制限以外にもさまざまな困難があ り、また、

就職 してか らも企業側の充分な配慮がない

のです。

私はこれ までに障害のある方 にお話 を

聞 く機会があ りま したが、これは主人に限
ったことではあ りませんで した。

障害者雇用が進 め られてい る昨今 、命
の安全はどこで保障 され るので しょうか。

いつ、誰が、 どこで災害に遭 うかわか

らない世の中です。

ぜひ身近 な問題 と受 け止 めて頂 き、す
べての人が生活 しやす く、働 きやすい社会

にす る為 に ご支援 いただけれ ば と思いま

す。

1日時:10月18日側|1時

1場所:名古屋地調1側法廷
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ドラッグスギヤマ

損 害 賠 償 請 求

杉山過労死事件

提訴後.有 利に法廷雷理を展開

2005年2月 、 ド ラッグ ・スギャマを相手
に損害賠償 を求めて名古屋地裁に提訴 して
か ら1年 7ヶ 月たちま した。 この間、原告
杉出さんご夫妻の懸命な努力 と弁護団の鋭
い追及があいまって法廷審理が有利に進め

られてきま した。会社側代理人の発言には

傍聴者か ら失笑が漏れ るようなことが何回
かあ りま した。例えば裁判所に提出を求め

られている故 ・貴紀 さんの勤務状態を、全
て 「作文」 していることが推測できるとき
などです。長時間労40Jをごまかすための必
死の努力で しょうか、勤務表をコピーすれ
ば即提出できるのにまだ 「執筆」中とはあ
ま りにも裁判 を冒流 しているといえないで

しょうか。 このためにずいぶん裁判が引き

伸ばされています。
「週刊金曜 日」 (8月 4日 号)に、スギヤ

マ裁判を取 り上げて 「栗剤師が過労死する

ドラッグス トアの内情」 とい う記事が掲載

さ、れま した。 目 下、 ド ラッグ各社はシェア
ー争いのために新規店舗の開店にしのぎを

削つています。 ここで問題になるのが薬斉」
師の決定的な不足です。保健所の調査によ
れば一般販売業の栗剤師不足は約20%に 及
んでいます。薬剤師のいない店で『高い栗』
を押 しつけられ病気になることが現実的な
問題になっています。 この 「週刊金曜 日」
の記事は、よく取材 された優れた内容です。
是非お読み ください。

8月 のお盆に、貴紀 さんの墓参に行つて

きま した。 ご両親は貴紀 さんの冥福 と裁判
の勝利を願つて一 日も欠か さずにお墓参 り
をつづけています。私にはとても真似ので

きないことだと思いま した。

(文責 近 森泰彦)

<杉 山裁判次回法廷>

日時:10月十1日側1帖

「
週
刊

金
曜
日
（８
月
４
日
号
ご

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
の

一
部

杉
山
貴
紀
さ
ん

（当
時
二
四
歳
）
の
追

体
の
足
に
は
、

潰
れ
た
ま
め
が
痛
々
し
く

残
さ
れ
て
い
た
。

「新
品
の
靴
が

一
週
間
で

ダ
メ
に
な
る
ん
だ
」
と
母
親

の
ふ
じ
江
さ

ん

（五
人
歳
）
に
訴
え
て
い
た
過
酷
な
労

働
の
痕
跡
だ

っ
た
。

社
会
人
に
な

っ
て
わ

ず
か

一
年
ニ
カ
月
。

七
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の

体
重
は

一
〇
キ

ロ
グ
ラ
ム
も
減
り
、

遺
体

は
ひ
と
回
り
小
さ
く
な

っ
て
い
た
。

「死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
」

貴
紀
さ
ん
が
北
陸
大
学
薬
学
部
を
卒
業

し
、

案
剤
師
と
し
て
仰

ス
ギ
ヤ

マ
薬
品

（本
社
　
名
古
屋
市
）
に
入
社
し
た
の
は

二
〇
〇
〇
年
四
月
で
あ
る
。

仰
ス
ギ
ヤ

マ

薬
品
は
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
や
調
剤
業
局
な

ど
愛
知
　
岐
阜
　
二
重
県
内
に

一
〇
五
店

舗
を
持

つ
会
社
で
あ
る
。

男
性
薬
剤
師
の

ほ
と
ん
ど
が
医
薬
品
メ
ー
カ
ー
に
就
職
す

る
な
か
で
、

貴
紀
さ
ん
が
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

ア
を
選
ん
だ
の
は

「接
客
の
仕
事
が
し
た

い
」
と

い
う
希
望
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。

父

親
の
正
章
さ
ん

（六
五
歳
）
が
、

静
岡
県

藤
枝
市
で
医
薬
品
販
売
会
社
を
経
営
し
て

い
る
こ
と
も
、

業
の
仕
事
を
選
ぶ
き

っ
か

け
に
な

っ
た
よ
う
だ
。

貴
紀
さ
ん
が
配
属
さ
れ
た
店
は
、

愛
知

県
豊
田
市
内
に
あ
る
ド
ラ
ッ
グ
ス
ギ
ヤ
マ

永
覚
店
だ

っ
た
。

店
長
か
ら
は

「新
人
と

杉
山
云
紀
さ
ん
の
名
札
。

仕
事
が
き
つ
く
な
る
な
か
で
、

「売

上
げ
が
あ
が
れ
ば
栗
剤
師
を
二
人
に
（増
や
）
し
て
も
ら
え

る
」
と
正
〓
さ
ん
に
相
談
し
て
い
た
。

（写
真
撮
影
／
章
者
）

平
舘

英
市

し
て
た
い
へ
ん
な
仕
事
量
だ
が
、　

一
行

が
ん
ば
れ
ば
評
価
さ
れ
る
」
と
励
ま
さ

薬
の
担
当
を
任
さ
れ
た
。

開
店
時
間
は
午
前

一
〇
時
か
ら
午
終

時
ま
で
。

勤
務
は
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
本

ま
れ
、

「早
番
衣
午
前

一
〇
時
か
ら
午
名

時
）
、

「
遅
番
衣
午
後

一
二
時
か
ら
閉
蔵

で
）、
開
店
か
ら
閉
店
ま
で
の

「通
し
」

交
代
勤
務
に
な

っ
て
い
た
。

薬
事
法

で
は
、

業
局
や
薬
店
が
開
店

て
い
る
と
き
は
業
剤
師
が
常
駐
し
て
い

け
れ
ば
な
ら
な
い

（注
１
）。
そ
し
て
、

業
所
ご
と
に
は
管
理
薬
剤
師
が
必
要
ン

る
。

貴
紀
さ
ん
も
、

管
理
薬
剤
師
と
Ｌ

責
任
あ
る
立
場
だ

っ
た
。

だ
が
、

業
務
は
薬
の
仕
事
だ
け
で
は

ま
な
か

っ
た
。
日
用
品
の
品
出
し
、

本

管
理
や
発
注
な
ど
の
業
務
も
こ
な
さ
な

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

他
店
の
商
品
脱

を
勉
強
し
、

自
ら
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
作
製
し
て

示
し
た
。

上
司
か
ら
は

「新
人
な
の
に

こ
ま
で
で
き
る
の
は
す
ご

い
」
と
評
価

1場所t名古屋地裁1103法廷

薬
事
法
も
労
基
法
も
な
い
が
し
ろ

襲
剤
師
が
過
労
舞
す
る

ド
ラ
ツ
グ
ス
ト
ア
の
内
情

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ヶ
ｌ
シ
ョ
ン
（健
康
の
自
己
管
理
）
の
広
が
り
で
、

商
店
街
だ
け
で
な
く
、

郊
外
に
ま
で
出
店
ラ
ン
ン
ュ
が
続
く
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
。

だ
が
、

利
便
性
に
隠
れ
て
、

そ
の
職
場
環
境
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。

ひ
と
り
の
薬
剤
師
の
過
労
死
か
ら
垣
問
見
え
る
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
実
態
を
報
告
す
る
。
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ボーダフォン

小出過労自殺

損害賠償裁判

9月 15日 (金)11日寺.名 地 廷で結番

年内にも判
ロ
ロ
▼
０

ボーダフォンに勤めていた小出 尭 さん
の過労 自殺 についての損害賠償請求裁判
は、 9月 15日に結審を迎えます。

現在署名は14,500筆に到達 しています。
目標の15,000筆まで後、500筆です。裁判
の傍聴 と署名のご協力をよろしくお願い し
ます。

支援する会は、8月 3日 三の丸官庁街で、
8月 31日裁判所前で、 9月 12日名古屋駅前
。ボーターフォン名古屋支社前で、精力的
に宣伝行動を しま した。15名～23名の支援
者が駆けつけ、

一
緒にビラまきしま した。

竹内平弁護士は宣伝カーの上に立って、
力強 く演説を して くれま した。

支援する会会長 ・渡辺三千夫 さん、愛知

争議団 。黒島英和 さん、愛知センター ・宮

崎、そ して原告がマイクで訴えま した。
会社側は、尭さんの 自殺の原因を家族 と

本人の責任に転嫁 していること、安全配慮

義務や労働安全衛生に関する使用者の責任
を十分はた していないこと、身体障害者に
対する配慮がないこと、かけがえのない労
働者のいのちと健康を軽視 していること、
そ してボーダフォン労働組合が労働者 を守
るための闘いを放案 していることなどを訴
えま した。

9月 1日 に開かれた事務局会議では、 9
月15日に行われ る原告最終陳述について検
討 しま した。陳述内容は、妻 ・典子 さんと
娘 ・一七子 さんそ して息子 ・孝典 さんが、
それぞれ違った観点か ら会社の言い分を論
破 し、裁判所に公正な裁 きを要求す る感動
的な内容 となっています。

感心するのは、署名でも新聞つ くりでも
公判の準備でも、あらゆる点において家族
が団結 し一

丸 となって積極的に活動 してい

ることです。その姿が、支援者を大きく励
ましています。 (文責 宮 崎脩一)

刈谷市職 員

倉田康弘さん

過労死事 件

8月 29日(火)午前 7時 50分かめ、支援者

15名 が集ま り、刈谷市役所前で、倉 田康

弘 さんの公務災害認定支援を求めるビラを

配付 しま した。

刈谷市役所前でのビラ配付は今回で 2回

目。刈谷市本庁舎への出入 り日は、四カ所。

15名 を四つの班に分け、約 400枚 のビ

ラを配 りま した。

ビラの受取 りは極めてよく、大部分の職

員が快 くビラを受け取つて くれま した。

倉 田康弘 さんの公務災害認定を求める運

動では、弁護団が、審査会に対 し、精力的

XIJ谷市役所前で.ビ ラ配布

支部審査会例離訪琢魃伝 r2月以降力|?

に準備書面を提出しています。

争点整理 も終了 し、いよいよ基金支部審

査会を開催 して、日頭意見陳述を行 う段階

にな りま した。

最近、審査会事務局担当者の交替があ り

ま した。ひ とりは、公務災害申請を行つた

ときの担当者だったことに驚きま したが、

事情はよく知っている人なので期待 したい

と思います。審査会の日頭意見陳述の 日程

は12月～年明け 1月 になる予定です。

今後 ともご支援をお願い致 します。

(文責 :今枝正昭)
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トヨタ自動車

内野過 労 死

労災認定裁判

■法廷の外にあふれる支援者、署名1695筆

を提出

8月 30日 (水)10時か ら、名古屋地裁1103

法廷で トヨタ自動車 。内野 さんの労災認定

を求める訴訟第 7回 日頭弁論が開かれま し

た。裁判所前には30分前か ら続々と支援者
が集ま り、今回の 日頭陳述の内容を弁護団
か ら説明を受けま した。

開廷に先立ち、全国か ら送 られてきた内

野健一 さんの労災認定要請署名 1,695

筆を名古屋地裁へ提出 しま した。2005年9

月に署名を訴えてか ら提出された署名は累

計で 10,492筆 とな り、 1万 筆 を超 え

ま した。

今回も傍聴席は満席で、法廷に入廷でき

ない方 も 10名 みえま した。途中で傍聴を

交替 した りしま した。

■二つの準備書面の回頭弁論

① トヨタ生産方式と「労働時間とされない」

労働について (準備書面13)

内野健一 さんが担っていた業務は、本務

以外にたくさん仕事を抱えていま した。「創

意工夫提案活動」、「QC(品 質貨理)活動」、
「EX会 (通称エキスパー ト、いわゆる班

長会)」な どです。原告 ・弁護団は、
一

部

を除いて、健一 さんの業務の実態か ら 「こ

れ らは健一 さんの業務」 と強 く主張 してい

ま した。 しか し、被告 ・豊 田労基署 (国)

は、 「これ らはいずれ も自主活動であつて

業務ではない」と主張 し、争っていま した。

今回は、国側の業務ではないとい う主張に

対 して、準備書面を提出 し、これ ら二つの

任務が、いずれ も被災者 ・健一 さんにとっ

ては業務であったことを反論 しま した。(準

備書面 13)つ ま り健一 さんが行つていた

各種業務の成果は、全て トヨタ自動車の業

！！　
　
　
　
　
す

！　

　

　

　

　

　

ま

，
時
灘
晩

！
裁

附

ど

拍

弁護団.申 送り帳の分析結果を陳述
支援する会事務局 高 橋 久 子

務に繋がってお り、 ト ヨタの利益 となって
います。各種業務の実態は、全従業員が参
加 していること、成績査定の対象 となって
いることなど、明 らかに業務であることを
主張 しま した。

②申送り帳記載について
内野健一 さんは、 ト ヨタ自動車堤工場内

で、上司の隣で申送 り帳の記入中に作Jれま

した。 この 「申送 り帳」の筆跡分析 を、事

務局員 。高橋 さんを中心に行いま した。

内野健一 さんは 「白直」に属 していま し

た。反対番は 「黄直」 といいますが、この

黄直 との申送 り帳の記載件数を比較 ・分析
しま した。 この 「申送 り帳」には、直番の

ラインか らでた不具合車の状態 。その対応

方法などが記 されています。 申送 り帳の筆

跡分析の結果、内野健一 さん所属の白直の

申送 り帳の記載は、圧倒的に被災者 ・健一

さんによる記載が多 く、ほとん ど一人で多

数発生 した不具合の対応に奔走 していたこ

とが分か りま した。 ところが、反対番の黄

直の記載は、主に二人が交替で記入 してお

り、二人以外にも記載者がいたことが判明。
つま り、健一 さんが所属の白直の記載は、

ほとん ど健一 さん一人が行つていた と言つ

ても過言ではあ りません。 しかも申送 り帳

の記載件数は数が多 く、記載内容 も懇切丁

寧なもので、その記載にも時間要 します。

その上、業務終了後に申送 り帳に記載する

ため、その業務は過重であったことを陳述

しま した (準備書面 14)。

|<内 野
|

1日時 :

1場所 :
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E被 告弁護団、一度も回頭で反論せず

この裁判法廷では、法廷が開かれると、

原告 ・被告双方の提出準備書面の確認があ

ります。その後、原告弁護団か ら、毎回 3

0分 程度、日頭にて弁論を行つてきま した。

毎回満席の傍聴席か らは、何度 も拍手 した

場面があ り、裁判長か ら静粛を求められま

した。傍聴席は、 「過労死を生む よ うな働

き方を許 してはな らない !」 とい う共通の

思いで溢れ、「傍聴者は無言の弁護団」 と

なっています。

法定内は、傍聴席 との境に柵があ り、被

告弁護団の人数は多いが今まで一
度 も口頭

での反論や主張を述べたことがない。その

上、提出された準備書面 もまだ第 5ま でで

す。勿論傍聴者は一人 もいません。 このよ

うな状況下であつても、準備書面では原告

に対 して、 「労基法で定め られた所定労働

時間に基づき、認定基準に照 らしても過重
とは言 えない。」 とか 「ライン外作業は基

本的に不具合情報の収集 ・確認 ・伝達 ・記
録等を内容 とする業務であ り特に労働密度
の濃い職場ではない。」 と主張 している。

また、ス トレスについても準備書面で、
被告は 「ス トレスについて、原告は過大誇
張 しているにす ぎない。」 とか内野健一 さ
んの業務の中身についても、ひ どいことを

記述 しています。機会があれば、被告の準

備書面を要約 したいと思います。

弁護団会議に毎回出席 している元 トヨタ

車体労働者藤出さんは、内野健一 さんと同
じ内容の仕事の経験があるので現場の実態
がよく分かるのです。被告の準備書面を読
む と腹立た しさがこみ上げて くる。労基署
は、けつ して労働者 を守る立場ではないこ

とを改めて肝に銘 じています。

中口新聞Ⅲ「ベーrず一 十イ7」で向野これを紹介

内野 さん親子は 「命を大切に」と 「平和」

を願って、 8月 20日、安城文化センターで

合、口昌構成 「ぞ うれつしゃがやつてきた」を

元気に歌い上げま した。原作者をは じめ参

加者か ら、「声 をそろえて歌 う子 ども達が

すてき !」 と絶賛。

博子 さんは、 8歳 の長女、 6歳 の長男 と

共に、合唱団団員 と半年以上練習を積み重

ねて頑張 りま した。三世代で舞台に立てな

かったのが残念で したが、お母 さんも天国

か ら健一 さん と一
緒に、ステージを観てい

て くれたことで しょう。   4

ライ ト も つ け一 化

どんび t B  ふやユ ジ
じ「_しく r Aぃ 表|ミ

「
い
ま
、
気
が
休
ま
る
の
は
こ

の
子
た
ち
と
歌
っ
て
い
る
と
き
だ

け
な
ん
で
す
」

そ
う
話
し
て
い
た
安
域
市
の
内

野
督
す
０
ん
谷
一５

の
参
加
し
た
合

唱
が
、

地
元
の
安
域
七
夕
ま
つ
り

の
ス
テ
ー
ジ
か
ら
響
い
た
。

細
い

体
か
ら
澄
ん
だ
歌
声
。

八
歳
の
長

女
、

六
歳
の
長
男
も
同
じ
ス
テ
ー

ジ
に
立
っ
た
。

内
野
さ
ん
は
夫
の

「過
労
死
」

を
認
め
な
か
っ
た
労
働
基
準

監
督
署
の
処
分
取
り
消
し
を
．

国
に
求
め
る
訴
訟
を
起
こ
し

て
い
る
。

夫
健

一
さ
ん
は
勤

務
先
の
ト
ヨ
タ
自
動
車
堤
エ

場
で
四
年
前
に
急
死
し
た
”

当
時
三
十
歳
。

遅
番
終
了
の

輸

鴨

継

鱗

鞠

た
。

残
業
は
ｔ
く
な
る
半
年
前
か

ら
長
く
な
つ
た
拘．直
前
の
一
週
間

は
午
前
ｔ
時
せ
ち
に
帰
宅
し
た
と

い
う
。
　
　
　
「

内
野
さ
ん
が
健

一
さ
ん
と
婚
姻

屈
を
出
し
た
国
も
七
夕
だ
つ
た
。

平
成
七
年
。

「７
、
７
（
７
の
ラ

ツ
キ
ト
セ
ブ
ン
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
な
の
に
…
」

以
来
、

夫
の
死
に
も

「負

け
る
も
ん
か
」
と
パ
ソ
コ
ン

の
仕
事
と
家
事
を
両
立
し
て

き
た
。

と
こ
ろ
が
、

応
援
し

て
く
れ
た
祖
父
母
、

そ
し
て

母
ま
で
が
昨
秋
か
ら
半
年
の

間
に
相
次
ぎ
亡
く
な
っ
た
。

混
乱

し
涙
で
目
が
ぼ
や
け
る

「精
神
的

中

に
限
界
」
の
日
々
。

そ
ん
な
中

町

で
、

わ
が
子
二
人
と
の
合
唱
が
心

一

の
支
え
に
な
っ
た
。

歌
う
と
き
だ

け
、

も
や
も
や
が
消
え
た
。

参
加

す
る

「
西
三
河
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
合

唱
団
」
に
は
今
年

一
月
、

子
ど
も

と
生
前
の
母
と

一
緒
に
出
か
け
た

児
童
ク
ラ
ブ
の
会
場
で
偶
然
誘
わ

れ
た
。

母
が
興
味
を
も
っ
た
の
を

き
っ
か
け
に
母
（
自
分
、

子
ど
も

の
三
代
で
練
習
に
通
い
始
め
た
。

こ
の
日
の
合
唱
の
後
。

「
い
い

笑
顔
を
し
て
い
た
ね
」
。

知
人
か

ら
声
が
か
か
っ
た
。

七
夕
飾
り
の

下
で
、

内
野
さ
ん
の
表
情
は
柔
ら

か
か

っ
た
。
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理事か ら

の

エ ッセ イ 1

研れなの事求Ⅲ
'第

れけで解決
名古屋水道労働組合 加 藤 伸 久

今年 7月 の名水労 (名古屋市上水道の職員約2,600名で構成)定期大会で、本部役員を退任 し
た。大会当日恒例の退任あいさつで、14年もの長きにわたって 「行き当た りばった りで出たと
こ勝負」の自分を支えてくださった仲間の皆さんに感謝申しあげると共に、三つのお願いをお
話 しさせていただいた。

① 組 合員は組合員の悪口を言わない

今 日のように、国民生活が悪化するにつれて自治体職場では予算や人員不足から、その矛盾
が不要な仲間の対立を招きがちです。ただし、健全な対立 ・討論は必要です。
② 一 度きりの人生は健康であってこそ

職場の安全衛生活動では、全国でもトップクラスと自負の我が名水労の職場でも、残念なが
ら自殺を含む現職死亡が発生していますが、仲間の団結力でゼロを実現しよう。
③ 職 場の出来事や仲間の声を本部ヘ

上下水道 リス トラや仕事の高度化で職員は大忙し。一方、評価査定の権限はあるが、仕事と
人間関係の調整が不得手の管理職は通達執行官。職場の声で、名水労要求を作ろう。

話に調子ができた私は、更に付け加えて 「仕事がヒマだからモチベーションが上がらない」
「徳山ダムの必要価値は、100年後に判明」などが持論の当局幹部にきちんと物が言えるのが
「団結した労働組合」と力説した。また、名水労は市民主義の立場から必要な見直しは自ら着

手するが、役所の狭い理屈でなく、「市民サービスと職員の働きがい向上」の立場から労使交
渉に臨み、今後とも 「長良川河口堰」や 「徳山ダム」などの市民運動の中核を担 うことを新執
行部に要望した。
、今大会当日を振り返ってみるといささか気恥ずかしい気持ちもわいてくるが、私も来年 3月
かぢは自治体労働者とおさらばの自由人。今後は身体の続く限り、「一人は万人のために、万
人は一人のために」をモットーに 「東奔西走を」と決意する今日この頃である。

! 理 事から

i   の

|エ ッセ イ 2

〒ェロをバージョン7ッ現しきした
理事 今 枝 正 昭

定年退職 してから健康センターでボランティアをしていますが、同じ頃チェロの練習も始め

ました。毎 日の練習を心がけ、ちょと上手になりました。すると、もう少 し良い楽器が欲 しく

なつたのですね。かみさんにそっと相談 しました。反対はありません。 う ん、客観的にも腕前

は上達 しているなと考えて、チェロを探 し始めました。連良く手頃なチェロが見つか りました。

とは言 うものの、年金 1年 分の値段です。あと何年弾く力が残っているのか考えてしまいまし

た。それにかみさんの承諾も必要です。楽器を弾くのには力がいる。 これは結構な運動量なの

ですね。それに良い音で気分良く練習できれば、ス トレスも発散できメンタルヘルス対策にも

つなが ります。それで 1年長生きできれば、チェロはタダで手に入れたも同然。こうして見事

かみさんの説得に成功 し、新 しいチェロを手に入れました。

名乗るほどの名器ではありませんが、フランスはオレルアン市ジャン ・バプチスタ ・アロー

製作のチェロです。 「健康は目的ではない。 目的があるから、健康を望むのだ。」とい う実感を

-  1 1  -



「いのうと健康 ・理細200● 年会話」発刊ゴゴ
●第 1章  い のちと健康をめぐる情勢では、「ILO総 会と改訂 ・労働安全衛生法を活用しての職場でのと
りくみ」(佐々木昭三副理事長)、「労働法制改変の動向について」(高木輝雄弁護士)、「若年雇用制度を撤回
させたフランス学生の闘い」(名古屋市立大学大学院教授 ・松村文人先生)と 題して執筆 していただきまし
た。フィリピン ・トヨタ労働者の闘い、労働組合運動を改革するレーバー ・ノーツ大会の報告も掲載してい
ます。

●第2章  職 場 ・地域からの報告では、「南生協病院における作業環境 ・自党症状―アンケー ト調査 3年 間
のまとめと課題」、「アスベス ト問題に関わる名古屋市職労の取り組みについて」、「『一宮健康センター』設
立」など積極的な取り組みが報告されています。

●第3章  労 災認定 ・裁判の取り組みでは、 ト ヨタでおきた内野過労死、刈谷市職員 ・倉田康弘さんの公務
災害認定を求める運動、ボーダフォン ・小出過労自死損害賠償請求裁判、マツヤデンキ ・小池過労死事件、
中電過労自殺勝利判決等々のたたかいの報告と 「″いの飛躍 過 労死家族の会の運動」が紹介されています。
●第4章  愛 知健康センターの活動では、健康学校講義録から 「過労自殺について」(岩井羊一弁護士)、「ア
スベス ト災害と今後の対策」(愛知教育大学教授久永直美先生)を 掲載しています。
●第5章  投 稿 口短信では、「希求座 『あの子の死んだ朝』を観て下さった人々の思い」、「障害者の過労死
と関わつて 本 来、労働は喜びのはず」(舟橋一男氏)な どの興味深い投稿が寄せられています。
●第6章  資  料  編 では、「中部電力過労自殺事件の勝利判決の意義」(岩井羊一弁護士)な ど参考となる
報告資料を掲載しています。

●第7章 は 「特集 口団体生命保険裁判の 10年 と今後の闘い」となっています。

総 ベ ー ジ 教 ■ 08  1廿 け 1000円 です。 お 買い求 め下 さい。

月  日 事 項 時間 ・場所 な ど

9月 15日 (金) ホ ―ヾダフォン・小出過労自死裁判糸吉霜肇 11:00 名古屋地裁 2号 法廷

東京総行動 (住軽金 ・金融庁 ・生保協会) 8:13名古屋駅発

19日(火) マツヤテ
ヾ
ンキ・/卜池 さんの労災認定を支援する会準備会 10:00 労働会館 4F電 カセンタ中

25日 (月) 事務局会議 10:00 センター事務所

27日 (水) テ
｀
ンノー損害賠償・サ|1野裁判 15:00 名古屋地裁1103法廷

29日 (金) 石川島播磨人権集会 18:00 勤 労会館小ホール

30日 (土) 愛知争議団例会 13:30 労 働会館本館 2階

労問研学習会  , 13:30 労働会館本館 3階

東海労働弁護団総会 13 30 栄 ・マナハ ウスのホール

10月 6日 (金) 過労死をなくす集会 18:00 労働会館本館 2階

7日 (土) アスベス ト健康被害電話相談 110番 10:00～16:00 センター事務所

8日 (日) 小池労災認定を支援する会結成総会 14!00 労働会館本館 2階

11日(水) ドラック
ヾ
スキ

｀
ヤマ。損害賠償杉山裁判 16:00 名 古屋地裁 1103法廷

13日(金) 団体生命保険裁判寿会喜挙 18:30 労働会館本館 2階

18日 (水) マツヤテ
ヾ
ンキ・小池過労死裁判 11:00 名 古屋地裁 1103法廷

20日 (金) 一宮健康センター総会 19:00 高齢者事業団 2階

27日 (金) トヨタ自動車 ・内野過労死裁判 10:00 名 古屋地裁 1103法廷

11月 1日 (水) 内野過労死 。中央労働保険審査会 東京 (午後の予定)

2日 (本) 第 2回 理事会 18:30 労 働会館本館 2階 会議室

10日(金) 全国センター理事会 13:00 東 京 ・全労連会館
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